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令和８年第１回 

福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

令和 8 年 2 月 13 日（金曜日）午後 2 時 35 分開会 

令和 8 年 2 月 13 日、定例会が福井県自治会

館多目的ホール（議場）に招集されたので、

会議を開いた。 

 

○議事日程 

 
日程１ 会期の決定について 
 
日程２ 会議録署名議員の指名 
 
日程３ 第１号議案  令和７年度福井県

後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療
特別会計補正予算
（第４号） 

 
日程４ 第２号議案  令和８年度福井県

後期高齢者医療広域
連合一般会計予算 

 
日程５ 第３号議案  令和８年度福井県

後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療
特別会計予算 

 
日程６ 第４号議案  福井県後期高齢者

医療広域連合特別職
の職員等の報酬及び 
費用弁償等に関する
条例の一部改正につ
いて 

 
日程７ 第５号議案  福井県後期高齢者

医療広域連合議会議
員の議員報酬及び費
用弁償に関する条例
の一部改正について 

 
日程８ 第６号議案  福井県後期高齢者

医療広域連合職員の
給与の支給に関する
条例の一部改正につ
いて 

 
日程９ 第７号議案  福井県後期高齢者

医療広域連合後期高

齢者医療に関する条
例の一部改正につい
て 

 
日程10 第１号報告  専決処分の承認を

求めることについて
（福井県後期高齢者
医療広域連合会計年
度任用職員の勤務条
件、給与等に関する
条例の一部改正につ
いて） 

 
日程11 第２号報告  専決処分の承認を

求めることについて
（令和７年度福井県
後期高齢者医療広域
連合一般会計補正予
算（第２号）） 

 
日程12 第３号報告  専決処分の承認を

求めることについて
（令和７年度福井県
後期高齢者医療広域
連合後期高齢者医療
特別会計補正予算
（第３号）） 

 
           

○出席議員（20人） 

１番 川端 耕一君 ２番 大石 修平君 

３番 竹本 雅之君 ４番 川畑 忠之君 

５番 磯部 武史君 ６番 原田 和美君 

７番 熊谷 勘信君 ９番 玉邑 哲雄君 

10番 清水 一德君 12番 松井 靖明君 

13番 熊谷 良彦君 14番 藤野 菊信君 

16番 近藤 栄紀君 17番 寺島 恭也君 

18番 菅生 敬一君 19番 田中 義乃君  

20番 島田 俊哉君 21番 三宅小百合君 

22番 前川  徹君 23番 酒井 圭治君 
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○欠席議員（3 人） 

８番 遠藤   隆君 11番 大久保健一君 

15番 梅林 厚子君 

 

○説明のため出席した者 

広域連合長  西行  茂 君 

副広域連合長 杉本 博文 君 

代表監査委員 重森 宣彦 君 

事務局長   宮木 雅夫 君 

事務局次長  森  賢子 君 

業務課長補佐 江端 由美 君 

業務課主任  釼内 宏一 君 

 

○事務局出席職員 

書  記   今村 勝之 

書  記   小椋 留美 

 

○議長（田中義乃君） 令和８年第１回福

井県後期高齢者医療広域連合議会定例会は

本日招集され、出席議員が定足数に達して

おりますので、議会は成立いたしました。

よって、これより開会し、本日の会議を開

きます。 

 なお、本日の欠席通告議員は、８番 遠

藤隆議員、１１番 大久保健一議員、１５

番 梅林厚子議員の３名であります。 

 ここで、広域連合長より発言が求められ

ておりますので、許可します。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） 本日ここに、

令和８年第１回福井県後期高齢者医療広域

連合議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、公私ともに御

多用の中、御出席を賜り、厚くお礼を申し

上げます。また、日頃は、当広域連合の運

営につきまして、格別の御支援、御協力を

賜り、重ねてお礼を申し上げます。 

 さて、昨年６月の国の発表によりますと、

令和６年１０月の時点で、７５歳以上の人

口は２,０７８万人で、総人口に占める割合

は１６.８％であり、過去最高となっており

ます。また、総務省の人口推計では、令和

７年３月時点で２,１００万９千人となり、

初めて２,１００万人を超えました。さらに、

令和７年には全ての団塊の世代が後期高齢

者となり、今後もしばらくは被保険者数が

増加していくものと見込まれているころか

ら、後期高齢者の医療費についても増えて

いくことが予想されます。 

 このため、当広域連合におきましては、

令和８年度の予算編成に当たりまして、被

保険者数の増加等を見込み、保険給付費に

ついて増額で計上いたしたところでありま

す。 

 今後の後期高齢者医療制度の運営につき

ましては、依然として厳しい状況ではあり

ますが、引き続き構成市町や関係機関等と

協力し、長寿健康診査や保健事業と介護予

防の一体的な実施等、被保険者の健康寿命

延伸のための施策を積極的に実施するとと

もに、持続可能な保険制度となるよう努め
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てまいりたいと考えております。 

 議員各位におかれましても、より一層の

御理解、御協力を賜りますようお願いを申

し上げます。 

 本日は、令和７年度特別会計補正予算、

令和８年度一般会計予算、令和８年度特別

会計予算、後期高齢者医療広域連合特別職

の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正、後期高齢者医療広域連合議

会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正、後期高齢者医療広域連合職

員の給与の支給に関する条例の一部改正、

後期高齢者医療に関する条例の一部改正の

計７議案を御提案し、専決処分の承認につ

いての御報告を３件させていただきます。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願いを申し上げまし

て、開会の御挨拶とさせていただきます。 

 どうかよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） 本日の議事日程は

お手元に配付いたしました、議事日程のと

おりと定め、直ちに議事に入ります。 

 日程１、会期の決定についてを議題とい

たします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は本日１日限りとしたい

と存じますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 御異議なしと認め

ます。よって、そのように決しました。 

 次に、日程２、会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７４条の

規定により、１３番 熊谷良彦議員、１６

番 近藤栄紀議員を指名します。 

 次に、日程３、第１号議案、令和７年度

福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算を議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

をされました第１号議案、令和７年度福井

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算につきまして、御説明を

申し上げます。 

 第１号議案の令和７年度特別会計補正予

算についてであります。 

 議案１ページをお願いいたしたいと思い

ます。 

 補正額は、歳入・歳出ともに１８億７,

５４４万２千円を増額し、予算総額で１,

２１６億８５６万８千円とするものであり

ます。 

 おめくりいただきまして、２ページを御

覧いただきたいと思います。 

 補正内容といたしましては、療養給付費、

高額療養費の見込みを上回る支出による歳

出増加、療養給付費等準備基金の運用に伴

う利子の増加を含め、補正をするものであ

ります。 
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 まず、歳入につきましては、第６款 財

産収入でありますが、財産運用収入で療養

給付費等準備基金の運用に伴う利子等の歳

入といたしまして、３８３万３千円を増額

しております。 

 次に、第８款 繰入金でございますが、

被保険者数の増加による療養給付費、高額

療養費の増額に伴います準備基金からの繰

入金として、１８億７,１６０万９千円を増

額しております。 

 続きまして、歳出につきましては、第２

款 保険給付費でございますが、療養諸費

の中の療養給付費が１４億４,９５１万４

千円の増額、また高額療養諸費の中の高額

療養費を４億２,２０９万５千円増額して

おり、合計で１８億７,１６０万９千円の増

額をいたしております。 

 次に、第７款 基金積立金でありますが、

療養給付費等準備基金の運用益として準備

基金に積み立てるため、３８３万３千円を

増額しております。 

 十分なる御審議の上、何とぞ妥当なる御

議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第１号議案について、質疑を許可

します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第１号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第１号議案について、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中義乃君） ありがとうござい

ます。 

 起立全員であります。よって、そのよう

に決しました。 

 次に、日程４、第２号議案、令和８年度

福井県後期高齢者医療広域連合一般会計予

算及び日程５、第３号議案、令和８年度福

井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計予算を会議規則第３５条の規定

により、一括して議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

されました第２号議案、令和８年度福井県

後期高齢者医療広域連合一般会計予算及び

第３号議案、令和８年度福井県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

につきまして、一括して御説明を申し上げ

ます。 

 まず、令和８年度の予算編成に当たりま

しては、第４次広域計画の基本方針の実現

や第３期保健事業実施計画に掲げておりま

す目標の達成に向け、市町等と協議等を通
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じ、現状やニーズを把握し、課題等に対応

すべく編成をいたしました。 

 それでは、第２号議案、一般会計予算か

ら御説明をさせていただきます。 

 議案の３ページを御覧いただきたいと思

います。 

 令和８年度の一般会計予算でありますが、

予算総額を６億２,２２０万５千円と定め

るものであります。 

 おめくりをいただきまして、４ページを

お願いいたします。 

 歳入の主なものといたしましては、第１

款 分担金及び負担金に、構成市町からの

負担金といたしまして、６億１,４２８万２

千円を計上しております。 

 また、歳出の主なものといたしましては、

第１款 議会費に１５０万４千円を、第２

款 総務費に、広域連合の運営に要する経

費として１億８,１４４万５千円を、第３款 

民生費に、後期高齢者医療特別会計への繰

出金としまして、４億３,７２５万５千円を

計上いたしました。 

 次に、第３号議案、後期高齢者医療特別

会計予算について御説明を申し上げます。 

 議案の５ページを御覧いただきたいと思

います。 

 令和８年度の特別会計予算でありますが、

予算総額を１,２５５億２６３万円と定め、

一時借入金の借入れの最高額を８０億円と

定めるものでございます。 

 おめくりいただきまして、６ページをお

願いいたします。 

 歳入の主なものといたしましては、第１

款 市町支出金に被保険者からの保険料及

び構成市町の療養給付費の定率負担金とし

て、２５８億６,１７４万２千円、第２款 

国庫支出金に、療養給付費及び高額医療費

の定率負担金並びに調整交付金などとして、

３９５億４,１１５万３千円を、第３款 県

支出金に、療養給付費及び高額医療費の定

率負担金などとして、１０７億６３５万１

千円を、第４款 支払基金交付金に、現役

世代の方々からの支援金であります交付金

として、４８２億７,３０８万円を、第８款 

繰入金に、一般会計及び療養給付費等準備

基金からの繰入金としまして、９億４７９

万６千円を計上いたしました。 

 ７ページを御覧いただきたいと思います。 

 歳出の主なものといたしましては、第１

款 総務費に、制度運営に係る経費、４億

５,５２３万円を、第２款 保険給付費に、

療養の給付に係る費用、高額療養費、葬祭

費などとして１,２３８億４,９９６万６千

円を計上いたしました。第５款 支払基金

拠出金に、社会保険診療報酬支払基金へ支

払う出産育児支援金、子ども・子育て支援

納付金として、５億５,５９１万８千円を計

上いたしました。第６款 保健事業費に、

市町が実施いたします長寿健康診査事業へ

補助金などとして４億７,２９７万８千円

を計上いたしました。 

 十分なる御審議の上、何とぞ妥当なる御
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議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第２号議案及び第３号議案につい

て、質疑を許可します。質疑はございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第２号議案及び第３号議案を

一括して採決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） お諮りします。 

 第２号議案及び第３号議案について、原

案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中義乃君） 起立全員でありま

す。よって、そのように決しました。 

 次に、日程６、第４号議案、福井県後期

高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついてを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

されました第４号議案、福井県後期高齢者

医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部改正について、

御説明を申し上げます。 

 議案９ページを御覧ください。 

 国家公務員等の旅費支給規程の改正に伴

い、関係する条例の一部を改正するもので

あります。 

 なお、改正条例の施行期日は公布の日で

あります。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第４号議案について、質疑を許可

します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第４号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第４号議案について、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中義乃君） 起立全員でありま

す。よって、そのように決しました。 

 次に、日程７、第５号議案、福井県後期

高齢者医療広域連合議会議員の議員報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正につい
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てを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

をされました第５号議案、福井県後期高齢

者広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正につきまして、

御説明を申し上げます。 

 議案の１３ページを御覧いただきたいと

思います。 

 国家公務員等の旅費支給規程の改正に伴

いまして、関係する条例の一部を改正する

ものであります。 

 なお、改正条例の施行期日は公布の日か

らであります。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第５号議案について、質疑を許可

します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第５号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第５号議案について、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中義乃君） 起立全員でありま

す。よって、そのように決しました。 

 次に、日程８、第６号議案、福井県後期

高齢者医療広域連合職員の給与の支給に関

する条例の一部改正についてを議題としま

す。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

されました第６号議案、福井県後期高齢者

医療広域連合職員の給与の支給に関する条

例の一部改正について、御説明を申し上げ

ます。 

 議案１７ページを御覧いただきたいと思

います。 

 人事院勧告及び福井県の支給基準に準拠

させるため、関係する条例の一部を改正す

るものであります。 

 なお、改正条例の施行期日は令和８年４

月１日であります。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第６号議案について、質疑を許可

します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようですので、

質疑を終結します。 
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 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第６号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第６号議案について、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中義乃君） 起立全員でありま

す。よって、そのように決しました。 

 次に、日程９、第７号議案、福井県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

されました、第７号議案、福井県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部改正につきまして、御説明を申し

上げます。 

 議案２１ページを御覧いただきたいと思

います。 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１０

４条第２項の規定に基づきまして、令和８

年度及び令和９年度に適用する保険料率を

定めるため、並びに子ども・子育て支援法

等の一部を改正する法律及び高齢者の医療

の確保に関する法律施行令及び前期高齢者

交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の

算定等に関する政令の一部を改正する政令

の施行に伴い、条例の一部を改正するもの

であります。 

 なお、改正条例の施行期日は令和８年４

月１日であります。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第７号議案について、質疑を許可

します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第７号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第７号議案について、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中義乃君） 起立全員でありま

す。よって、そのように決しました。 

 次に、日程１０、第１号報告、福井県後

期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の

勤務条件、給与等に関する条例の一部改正

についての専決処分の承認を求めることに

ついてを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 
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○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

をされました第１号報告、専決処分の承認

を求めることにつきまして御説明を申し上

げます。 

 議案２７ページを御覧いただきたいと思

います。 

 本案は地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づきまして、福井県後期高齢者医療

広域連合会計年度任用職員の勤務条件、給

与等に関する条例に関する条例の一部の改

正を行いましたので、報告をするものであ

ります。 

 今回報告いたします条例改正につきまし

ては、人事院規則の改正に伴い、会計年度

任用職員の期末手当の支給率も令和７年１

２月１日までに改定する必要があったこと

から、整備を行ったものでございます。 

 以上、第１号報告、専決処分の承認を求

めることにつきまして御説明を申し上げま

した。 

 十分なる御審議をいただきまして、御承

認賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第１号報告について、質疑を許可

します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 第１号報告については、原案のとおり決

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 御異議なしと認め

ます。よってそのように決しました。 

 以上で第１号報告を終わります。 

 次に、日程１１、第２号報告、令和７年

度福井県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第２号）についての専決処分の

承認を求めることについて及び日程１２、

第３号報告、令和７年度福井県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）についての専決処分の承認

を求めることについてを、会議規則第３５

条の規定により、一括して議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） ただいま上程

をされました第２号報告、専決処分の承認

を求めること及び第３号報告、専決処分の

承認を求めることにつきまして、一括して

御説明を申し上げます。 

 議案の３１ページを御覧いただきたいと

思います。 

 本案は、地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき、福井県後期高齢者医療広域

連合一般会計及び福井県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計の予算を補

正いたしましたので、報告をするものであ

ります。 

 今回報告いたします補正予算につきまし
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ては、人事院勧告に伴う人事院規則の改正

に伴い、福井県後期高齢者医療広域連合職

員の手当に不足が生じるため、そのための

費用を増額したもの及び福井県後期高齢者

医療広域連合会計年度任用職員の報酬及び

手当に不足が生じるため、そのための費用

を増額したものでございます。 

 以上、第２号報告、専決処分の承認を求

めること及び第３号報告、専決処分の承認

を求めることにつきまして、御説明を申し

上げました。 

 十分なる御審議をいただきまして、御承

認を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中義乃君） ただいま説明のあ

りました第２号報告及び第３号報告につい

て、質疑を許可します。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） ないようでござい

ますので、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 第２号報告及び第３号報告については、

原案のとおり決することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中義乃君） 御異議なしと認め

ます。よってそのように決しました。 

 以上で第２号報告及び第３号報告を終わ

ります。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全

て終了いたしました。 

 ここで、広域連合長より発言の申出があ

りますので、これを許可します。 

○広域連合長（西行茂君） 議長、連合長。 

○議長（田中義乃君） 連合長。 

○広域連合長（西行茂君） 令和８年第１

回福井県後期高齢者医療広域連合議会定例

会が閉会されるに当たりまして、一言お礼

を申し上げたいと思います。 

 本日提案させていただきました各議案、

報告につきまして、慎重なる御審議をいた

だき、御賛同を賜りましたことにつきまし

て、厚くお礼を申し上げる次第であります。 

 引き続き、後期高齢者医療制度の円滑な

運営に取り組んでまいる所存でございます

ので、議員各位におかれましては、より一

層の御指導、御協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、甚だ簡単ではございま

すが、閉会に当たりましての御挨拶とさせ

ていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

○議長（田中義乃君） 以上で本日の会議

を閉じます。 

 これをもちまして、令和８年第１回福井

県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会します。 

 御苦労さまでございました。 

           午後 3 時 7 分閉会 
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